
雫石町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、地域の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー事業の適正な実施

及び町民による主体的な再生可能エネルギーの利用の促進を図ることについて、基本理念を定

め、町、事業者、町民及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、町が講じる措置につ

いて必要な事項を定め、もって持続可能な地域づくりに資することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス（動植物に由来する有機

物であってエネルギー源として利用することができるもの（原油、石油ガス、可燃性天然ガ

ス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。）をいう。）等、自然の営みから得られ

るエネルギー源であり、かつ、永続的に利用できるものをいう。

(２) 再生可能エネルギー設備 再生可能エネルギーを電気又は熱に変換する設備及びその

附属設備並びに系統用蓄電池設備をいう。ただし、住居として使用される建物の屋根若しく

は屋上又は当該建物の内部に設置するものを除く。

(３) 再生可能エネルギー事業 再生可能エネルギー設備を用いて変換したエネルギーを自

ら利用し、又は他者に利用させ、対価その他の利益を得る行為をいう。

(４) 事業者 町の区域内において、再生可能エネルギー設備を設置し、又は当該設備を用

いる再生可能エネルギー事業を行う者をいう。

(５) 特定事業者 事業者のうち、再生可能エネルギー事業の実施に伴い、生活環境に相当

程度の影響を及ぼすおそれのある事業者として規則で定める者をいう。

(６) 土地所有者等 土地の所有者、占有者及び管理者をいう。

（基本理念）

第３条 再生可能エネルギー事業は、町、事業者、町民その他の関係者の相互の密接な連携の下

に、地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として、行われなければならない。

２ 再生可能エネルギー事業は、自然環境、防災、景観その他の町民の生活環境（以下「生活環

境」という。）に配慮し、適正に行われなければならない。

（町の責務）

第４条 町は、地域におけるエネルギー利用の方針を示し、地域の健全な発展と調和のとれた再

生可能エネルギーの利用及び町民による主体的な再生可能エネルギーの利用を促進するとと

もに、必要な措置を実施するものとする。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、実施する事業が第３条に規定する基本理念にのっとった事業になるよう必

要な措置を講じるとともに、町長の実施する措置に協力するよう努めなければならない。

（町民の責務）

第６条 町民は、主体的な再生可能エネルギーの利用に努めるとともに、町長の実施する措置に

協力しなければならない。

（土地所有者等の責務）

第７条 土地所有者等は、第３条に規定する基本理念に反するおそれのある事業を行う事業者



に対して、当該土地を使用させることのないよう努めなければならない。

（指針）

第８条 町長は、地域と調和した手法による再生可能エネルギーの利用及び町民による主体的

な再生可能エネルギーの利用の促進に関する指針（以下「指針」という。）を定めるものとす

る。

２ 指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(１) 地域のエネルギー利用と持続可能な地域づくりに関する方針

(２) 住民による主体的な再生可能エネルギーの利用の促進に関する基本的事項

(３) 地域と調和した手法による再生可能エネルギーの利用の促進に関する基本的事項

(４) 生活環境に関して配慮すべき重要事項

(５) 前各号に掲げる事項のほか、町長が必要と認める事項

３ 町長は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

４ 前項の規定は、指針の改定について準用する。

（禁止区域）

第９条 事業者は、法令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる区域（当該区域に事業区

域の一部が含まれる場合は、当該事業区域の全部を含む。）において、事業を実施してはなら

ない。

(１) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第

57号）第７条第１項の土砂災害警戒区域及び第９条第１項の土砂災害特別警戒区域

(２) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）第３条第１

項の急傾斜地崩壊危険区域

(３) 地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30 号）第３条第１項の地すべり防止区域

(４) 砂防法（明治 30 年法律第 29 号）第２条の砂防指定地

２ 町長は、事業者が前項の規定に違反するおそれがある場合又は違反した場合は、期限を定

めて事業の中止その他必要な措置を講じるよう勧告を行うものとする。

（抑制区域）

第 10 条 町長は、災害の防止又は良好な自然環境、景観、歴史的・文化的価値、森林若しくは

農地等の保全のために配慮の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、事業

者に対し事業の抑制について協力を求めることができる区域（以下「抑制区域」という。）を

指定することができる。

２ 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定された抑制区域を変更し、又

はその指定を解除することができる。

（届出）

第11条 特定事業者は、あらかじめ、規則で定める事項を町長に届け出なければならない。

２ 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、これを公表しなければならない。

３ 町長は、特定事業者が届出を行わなかったときは、当該事業者に対し、期限を定めて、届出

を行うよう勧告するものとする。

（変更等の届出）

第12条 前条第１項の規定により届出を行った特定事業者は、届け出た内容を変更したときは、

速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。



２ 特定事業者は、前条第１項の規定により届け出た事業（以下「特定事業」という。）を中断

又は中止したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

３ 前条第２項及び第３項の規定は、前２項の規定による届出について準用する。

（住民への説明）

第13条 特定事業者は、第11条第１項の規定による届出後、遅滞なく、届出の内容を周知させる

ための公開による住民説明会（以下「説明会」という。）を開催しなければならない。ただし、

次条に規定する協議会を設置する場合は、この限りでない。

２ 特定事業者は、説明会への参加案内の範囲及び開催場所等について事前に町長と協議する

ものとする。

３ 特定事業者は、説明会を開催するに当たっては、あらかじめ、相当な期間を置いて説明会の

開催を一般に周知しなければならない。

４ 特定事業者は、説明会を開催したときは、規則で定める事項を、速やかに、町長に報告しな

ければならない。

５ 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を公表しなければなら

ない。

６ 町長は、特定事業者が次条に規定する協議会を設置しないにもかかわらず説明会を開催し

ないとき又は第４項の規定による報告をしないときは、当該事業者に対し、期限を定めて、当

該説明会を開催し、又は報告をするよう勧告するものとする。

７ 特定事業者は、説明会においてその事業計画について住民から申入れがあった場合は、誠意

をもって対応しなければならない。

（協議会）

第14条 特定事業者は、その事業計画に関し、必要な事項について協議を行うため、住民代表、

各種団体の代表者及び関係機関の職員、識見を有する者等で構成する協議会（以下「協議会」

という。）を設置することができる。

２ 特定事業者は、協議会を設置しようとする場合は、第11条第１項の規定による届出の際にそ

の旨届け出るものとする。

３ 特定事業者は、協議会への出席者及び開催場所等について事前に町長と協議するものとす

る。

４ 協議会は、公開により開催するものとする。

５ 特定事業者は、協議会を開催したときは、規則で定める事項を、速やかに、町長に報告しな

ければならない。

６ 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を公表しなければなら

ない。

７ 町長は、特定事業者が第５項の規定による報告をしないときは、当該事業者に対し、期限を

定めて、報告をするよう勧告するものとする。

８ 協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定めるものとする。

９ 特定事業者は、協議会においてその事業計画について構成員から申入れがあった場合は、誠

意をもって対応しなければならない。

（助言）

第15条 町長は、特定事業者に対し、指針、住民その他関係者からの意見に基づき、助言をする



ことができる。

（報告及び資料の提出）

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、特定事業の実施に

関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

２ 町長は、前項の報告又は資料の提出がないときは、当該事業者に対し、期限を定めて、前項

の報告又は資料の提出をするよう勧告するものとする。

（立入調査）

第 17 条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、特定事業者の同意を得て、その職員

に、特定事業を行う事業場に立ち入り、当該事業の実施状況等について調査させることがで

きる。

２ 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示

しなければならない。

（地位の承継）

第 18 条 特定事業者から相続、売買、合併又は分割によりその地位を承継した者は、承継の日

から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

（事業区域の適正管理）

第 19 条 特定事業者は、特定事業を実施している間、自然環境及び生活環境への被害又は災害

が発生しないよう当該事業区域を適正に管理するとともに、当該事業に係る保守点検及び維

持管理の実施について年１回町長に報告しなければならない。

（災害及び事故発生時の対応）

第 20 条 特定事業者は、特定事業区域内における災害及び当該災害に起因する自然環境及び生

活環境への被害が発生するおそれがあると認められるときは、速やかに現地を確認し、早急

に必要な措置を講じるとともに、地域住民等に周知し、町長に通報しなければならない。

２ 町長は、特定事業者から前項に規定する通報を受けたとき又は同項の被害が発生すると想

定されるときは、当該事業者に対し、当該事態が生じることを防止するために必要な措置を

講じることを求めることができる。

３ 特定事業者は、特定事業の実施に伴い事故等が発生したとき又は住民等と紛争が生じたと

きは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じなけれ

ばならない。

（事業終了の届出）

第 21 条 特定事業者は、特定事業を終了したときは、規則で定めるところにより、速やかに町

長に届け出なければならない。

（事業終了後の適正処理等）

第22条 特定事業者は、特定事業を終了したときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

45年法律第137号）、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）

その他の関係法令に基づき、再生可能エネルギー発電設備（以下「発電設備」という。）その

他当該事業に用いた設備等を速やかに撤去し、適正に処理しなければならない。

２ 特定事業者又は土地所有者等は、特定事業終了後に残された施設について、災害又は生活

環境への被害等が発生することのないよう適正に管理するとともに、当該事業区域を原状に

回復する措置を講じなければならない。



３ 特定事業者は、発電設備の維持管理並びに特定事業終了後の撤去及び処分に係る費用を計

画的な積立て等の方法により確保しなければならない。

（認定）

第23条 町長は、住民による主体的な再生可能エネルギーの利用を目的とし、かつ、地域と調和

した手法による再生可能エネルギーの利用となる事業のうち、特に持続可能な地域づくりに資

すると認められる事業について、指針に基づき、当該事業を地域主導型再生可能エネルギー事

業（以下「地域主導型事業」という。）と認定することができる。

２ 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、規則で定める事項を記載した地域主導

型事業計画書を、町長に提出しなければならない。

３ 町長は、認定した地域主導型事業の内容を、速やかに、公表しなければならない。

４ 町長は、認定した地域主導型事業に関し、必要な助言、指導その他の支援をすることができ

る。

（措置勧告）

第24条 町長は、再生可能エネルギー事業に関し、生活環境に重大な影響を及ぼすおそれがある

と認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を実施するよう勧告することができる。

（許可等への配慮）

第25条 町長は、事業者が前条の勧告に従わなかったという事実がある場合は、当該事業の実施

に必要な町長の許可、認可又は認定等（以下「許可等」という。）の審査に際し、その事実を

配慮することができる。

２ 町長は、事業者が前条の勧告に従わなかったという事実がある場合は、当該事業の実施又は

継続に必要な許可等の権限を有する者に対し、その事実を通知し、当該通知の内容について配

慮するよう要請することができる。

（公表）

第26条 町長は、第９条第２項、第11条第３項、第13条第６項、第14条第７項、第16条第２項又

は第24条に規定する勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表すること

ができる。この場合において、町長は、当該勧告に従わなかった者に対し、あらかじめ、意見

を述べる機会を与えるものとする。

（委任）

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の雫石町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に発生した地位の承継及び同日以後に実施する事業について適用する。


